
市有地境界確定のフロー及び標準処理期間

町田市（道路管理課） 実務取扱者 申請者（隣接地権者）

※開発行為・規制法等に関連する境界確定は除きます。
※記載の日数には土日祝を含みません。
※申請書の受理から境界確定までの平均的な所要日数は３か月程度です。

申請書類の準備・提出申請書受理

資料調査及び現地調査

線形打合せ

現地立会い

下図作成下図の内容確認

埋標検査

原図作成署名収集

土地境界図受領

確定通知書作成 確定通知書受領

線形図作成・修正

12日

5日

７日/回

立会い日程調整

境界標埋標

７日/回

１０日

市担当者立会いの下、実務取扱者に

点間距離を計測して頂きます。

検査の許容誤差は±10ｍｍ未満です。

線形図確認

複数回行う場合があります。

担当者のお知らせをします。

複数回行う場合があります。

実務取扱者に依頼

境界標は市が支給します。

申請書のご提出をお願いします。

署名捺印

提出書類
➀ 土地境界図の原図 1部

② ①の白焼き図 1部

③ 確定通知用白焼き図 押印者の人

数分

(合意欄、作成者欄、決裁欄を削除したも

原図は市が支給するパプール紙

に印刷してください。

確定通知書保管

お問い合わせ先

町田市道路管理課 境界係

TEL:042-724-1154
FAX:050-3160-7628


